
１． 成果の普及の責務

土木研究所の成果は，従来から，各種の技術基

準類や現場への技術指導に広く反映されている。

また，土木研究所の職員がコアメンバーとして

参画している国土交通省関連の財団法人が設置す

る多数の技術検討委員会では，土木研究所の成果

や知見が有形無形に活用され，これらを通じて広

く政策支援や現場への技術支援を実施してきてい

るところである。

さらに，民間企業との共同研究の成果は，共同

研究報告書や土木研究所資料にまとめられ，汎用

性の高いものは工法マニュアルや技術マニュアル

として世に送り出されてきた。

その一方で，平成１３年４月の独立行政法人化に

伴い，国研時代の所掌業務であった「土木技術に

係る調査，試験，検定，研究及び技術指導」に加

えて「成果の普及」が明記された。これは，独法

として，より一層効率的な研究開発を行い，知的

財産権を積極的に取得・活用するとともに，生み

出した成果を確実に使われる技術として育て，普

及させるところまで責任を負うように，という強

い社会的要請が働いたからである。

２． 共同研究の活性化と成果の
普及活動

独法土研では，従来からの土研提案型の共同研

究に加えて，民間提案型共同研究制度を創設し，

土研が提示した研究分野について民間からの技術

提案を公募し，優れた提案であれば，１社とでも

共同研究を行えるような効率的な研究開発制度を

立ち上げた。

平成１３年度から１６年度まで，旧土研時代からの

継続プロジェクト２５件を含め，計１０３件の共同研

究を延べ９８８社と実施しているが，このうち民間

提案型は１９分野４９件（延べ３２８社）にのぼってい

る。

そして，これらの活発な共同研究等から続々と

特許や新技術が生まれてきており，独法移行前と

比較して特許の出願件数は２．５倍（２７件／年）にな

っている。

独法土研では，単独あるいは民間企業と共同で

開発した新技術が休眠することのないよう，３．で

述べるような共有権者にインセンティブが働く知

的財産権の運用を行っているほか，自らも共同開

発者と一体となって，以下のような種々の取り組

みを行っている。

� 成果普及のための広報活動

土木研究所の成果の
普及について
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� 開発された新技術の自立ためのサポート

（研究コンソーシアムの設立等）

� 知的財産権の効率的な取得・活用

新技術が普及しやすい環境を整えるため，効

率的に実施権が付与できる体制として，特許権

の一元管理契約（パテントプール契約）を締結

している。

� 書店売り法人著作の発刊

その他，出版に相応しい共同研究報告書につ

いては，法人著作として全国書店で販売してい

る。（非破壊検査によるコンクリート診断技術

マニュアル，エコセメント利用技術マニュア

ル，建設事業で遭遇する地盤汚染対応マニュア

ルなど）

以下，これらの新しい試みについて，もう少し

詳細に述べる。

３． 成果の普及促進のための知的
財産権の取り扱い

� 従来の知的財産権の取り扱い

国研時代の優先実施権制度は，特許等の共有権

者以外の者を対象に，特許等を独占的に実施でき

る権利を特許実施の努力義務とともに付与する制

度であったが，優先実施権の付与実績は皆無であ

った。

また，共有権者には，出願から１０年が経過する

までの期間において，当該共有特許権の独占的実

施が保障されていたが，当該独占的実施期間にお

いて特許実施の努力義務が課されていなかったこ

とや，新技術の実用化のためにさらに要する期間

等のリスクから，必ずしも積極的に新技術の活用

が行われてこなかった。

加えて，国研時代は，知的財産権の行使も含め

て，成果普及の大部分を民間に委ねてきたため，

必ずしも成果普及のシステムがうまく機能してい

るとは言えない面があった。

工法名 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

TOFT工法（液状化対策）

帯状補強材を用いた斜面補強土工法

地盤内の間隙水圧測定方法

水質監視システム

粗石式魚道

流動化処理工法

ハイグレードソイル工法（４工法）

エアートレーサー試験法

３H工法

FDCグラウチング工法

土のせん断強度測定方法と装置

河川環境の映像展示システム

プール式魚道

気液熔解装置

独法移行後，国研時代からの継続契約（TOFT工法）以外に，新たに１７件の技術について実施契約を締結。休眠特許
（青色矢印）の活用や，独法移行後出願の新規特許（グレー矢印）の活用を実現

図―１ 実施契約に至った開発技術

休眠特許の
活用

新規成果の
活用
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図―２　土研開発技術の実施権取得者数�

図―３　独法移行後の知財収入�

独法移行後の成果普及活動により，新規契約者の増加を実現。�
これにより，土研特許の約17％の実施化率を実現。�

▼新技術ショーケース，情報誌配布等　　�

独法移行後これまでに約214,000,000円の特許収入を得た。�
独法移行後の成果普及活動により，新規契約による収入を実現。�

独法移行後の新規契約�
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� 新しい知的財産権の取り扱い

独法土研になってからは，共同研究等を通じて

開発された研究成果（以下，「新技術」という）

の普及促進を図り，新技術が休眠することのない

よう共有権者にインセンティブが働く知的財産権

の運用を行っている。

具体的には，優先実施権を最低でも出願から１０

年間保障し，研究開発費の回収状況等と照らしあ

わせて，最長２０年間の独占的実施を保障してい

る。

ただし，共有権者の成果普及への取り組みにつ

いての意思を確認するため，特許登録の可能性が

判断できる出願から１．５年を目途に，共有権者か

らあえて優先実施権付与の申請を受けることとし

ており，優先実施権者には，独法土研におけ

る新技術の普及への取り組みと同様に，特許

実施の努力義務を課している。

これは，独法土研の研究開発には国費が投

入されており，独法土研は自ら工事等を受注

し新技術を実施することができないことか

ら，上記のような優先実施権の申請・取得を

通じた共有権者の新技術の普及に取り組む意

志の確認を行うとともに，万が一，共有権者

において新技術の普及に取り組む意志がない

場合や，新技術の需要に対して供給が追いつ

かず社会資本の整備に支障を来し，その結果

公共の利益を損なう恐れが生じた場合には，

独法土研の裁量により第三者に実施許諾を行

う余地を残していることによる。

参考までに補足すれば，最先端の知的財産

戦略を持つ独立行政法人産業技術総合研究所

においても，独法土研と同様に，共同開発者

から新技術の普及への取り組みの意思表明を

受け，同者への独占的実施権を付与する手続

きを経て，独占的実施を保障する知的財産の

運用を行っている。

以上のような知財戦略の結果，図―１～３

に示すように，休眠特許や新規特許の実施に

よる特許収入が着実に増加してきている。

４． 共同開発した特許工法等の
新技術の有効活用に向けた取
り組み

独法土研は，共同開発者に上記３．で述べたよう

な成果の普及に対する努力義務を求めると同時

に，自らも共同開発者と一体となって，以下に示

すような種々の取り組みを行っている。

� 成果普及のための広報活動

� 新技術ショーケースの開催

新技術を周知するため，毎年度「新技術ショー

ケース」を開催している。本ショーケースでは，

独法土研と共同開発者が協力して，新技術の紹介

を行うとともに，当該新技術の導入を検討してい
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る者の個別の技術相談に応じる場を設けている。

� 土研新技術情報検索システム

新技術を積極的に周知するため，独法土研の

HPにおいて事業分野，事業プロセスごとに新技

術が検索できる「土研新技術情報検索システム」

（土研版NETIS）を構築し，利用者の便宜を図っ

ている。また，本システムは，国土交通省が整備

したNETIS とのリンクを積極的に行っている。

� その他の広報活動

その他，新技術の月刊誌への掲載や，独法土研

自ら「土研新技術情報誌」等の技術パンフレット

を作成し，国，自治体，民間企業等約２，０００機関

に配布するとともに，独法土研の職員が直接発注

者に対して新技術を紹介する活動も行っている。

� 開発された新技術の自立のためのサポート

開発された新技術が自立するまでの間，当該新

技術を積極的にサポートする共同事業体（研究コ

ンソーシアム）を結成し，積極的な新技術の採用

を促進するためのフォローアップを行っている。

これまでに，ハイグレードソイル研究コンソー

シアムを設立し，工法の設計，施工に関わる技術

資料の整備，受託業務の支援，工法の改善，改

良，用途開発等の技術支援を行い，発注実績も

年々増加してきている（図―４参照）。

このほか，３H工法研究会や地盤汚染対応技術

検討委員会等を設立している。

	 知的財産権の取得・活用

共同研究より得られた知的財産は，積極的に特

許出願等を行い，権利を保護している。

この際，貢献度に応じた権利配分や，特許の申

請・保有に関する費用の持分割合に応じた負担の

改善を図っている。

また，パテントプール契約（複数の権利者が，

それぞれの権利をライセンスする権限を一機関に

集中し，当該機関が代表して実施許諾を実施）の

締結等により効率的に実施権が付与できる体制を

整え，新技術が普及しやすい環境を整備してい

る。これまでに，ハイグレードソイル工法，流動

化処理工法，３H工法について一元管理契約が締

結され，実施権取得者が約１７０社に達するととも

に，独法土研が有する知的財産の約１７％相当が実

施されている。


 書店売り法人著作の発刊

これまでに，コンクリート診断技術マニュアル

やエコセメント利用技術マニュアルなど，出版に

相応しい共同研究報告書については，法人著作と

して出版社と出版契約を結び，全国書店で販売し

ている（図―５参照）。また，これらを用いた講

習会を共同開発者と共催している。

工法名 コンソーシアム発足以前 コンソーシアム発足以降

気泡混合土工法 約１，０７２（m3／年度） 約６，７８０（m3／年度）

発泡ビーズ混合軽量土工法 約３，９０８（m3／年度） 約５，８０５（m3／年度）

袋詰脱水処理工法 約１，０２８（m3／年度） 約９，５３２（m3／年度）

短繊維混合補強土工法 約 ３０８（m3／年度） ―

年度平均 約１，５７９（m3／年度） 約５，５２９（m3／年度）

活動内容
・工法の普及，関連技術情報の収集
・工法の設計，施工に関わる技術資料の整備，受託業務の支援
・工法の改善，改良，用途開発，用途拡大のための技術開発
・工法に関わる工業所有権の運営管理の支援
・平成１４年１１月の設立時会員数３１社→現在４０社
・コンソーシアム設立後，年度当たりの施工数量が約３．５倍に増加。

図―４ ハイグレードソイルコンソーシアムの事例
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５． おわりに

以上のような取り組みの成果が実ってくるのは

まだ数年先になるが，現場のニーズをみすえたテ

ーマ設定，現場のソリューションパートナーとし

ての実績，共同研究者にとっても魅力のある効率

的な共同研究制度，独法の自由度を活かしたさま

ざまな工夫など，土研の強みを発揮した戦略を今

後も次々と立案していきたいと考えている。

国土交通省地方整備局，地方公共団体，公団等の現場技術者が，日頃直
面している土木技術の諸問題についての解決策を３分冊にまとめたもの

「一日土研」シリーズ

図―５ 法人著作制度による図書出版
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